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 私たちは、国際協力銀行（JBIC）が 2018 年 2 月 6 日から環境社会影響評価報告書及び環

境許認可証明書の掲載を貴行ウェブサイトで開始しているベトナム・ギソン２石炭火力発

電所事業（タインホア省ギソン地区、600MW×２基）1に関し、環境社会配慮や気候変動な

どの観点から事業の問題点について貴行と意見交換をしてきました2。 

 しかし、以下のとおり、日本政府の方針及び『環境社会配慮確認のための国際協力銀行

ガイドライン（以下、ガイドライン）』に反する状況であることが明らかとなりました。 

 

1. 石炭火力発電への公的支援に関する日本政府方針との非整合性 

 2018 年 1 月、日本政府は石炭火力発電への公的支援に関して「OECD ルールも踏まえつ

つ、相手国のエネルギー政策や気候変動対策と整合的な形で、原則、世界最新鋭である

超々臨界圧（USC）以上の発電設備について導入を支援する」との方針を発表しました3。 

 本事業は超臨界圧（SC）の石炭火力発電事業ですが、貴行は OECD 公的輸出信用アレン

ジメント（OECD ルール）4の経過措置の期日前（2017 年 1 月 1 日前）に融資要請があり、

2015 年に EIA が相手国政府によって承認されていることを確認したとして問題ないとの見

解を示しています。しかし、後述の通り、JBIC は 2017 年 5 月から 6 月にかけて事業者から

EIA と環境許認可証明書を受け取っており、OECD ルールで求められている「完成した EIA

等に基づいた融資申請」は経過措置の期日以降であったことは明らかです。したがって、

超臨界圧の技術を利用する本事業への融資は日本政府の方針にも反するものです。 

                                                      
1 https://www.jbic.go.jp/ja/business-areas/environment/projects/page.html?ID=60385&lang=ja 
2 FoE Japan, 他「緊急要請：国際協力銀行はベトナム・ギソン２石炭火力発電所への融資申請を拒否するべき」

2018/3/13 
3 中川環境大臣記者会見録、2018 年 1 月 30 日、 http://www.env.go.jp/annai/kaiken/h30/0130.html 
4 OECD, “Sector Understanding On Export Credits For Coal-Fired Electricity Generation Projects”, 2015/11/27 
 



2. 追加的環境社会影響評価及び公開の必要性 

 現在貴行ウェブサイトに公開中の EIA は、同経済区内に建設されたニソン製油所の環境

影響を考慮したものになっていません。製油所も環境負荷の高い設備であり、2 月末に試

運転が始まり、5 月には商業運転が開始される予定であることから、ギソン２石炭火力発

電所との累積的影響が懸念されます5。貴行によれば、事業者はニソン製油所の影響を加味

した追加的な環境影響調査を行っているとのことですが、その結果は公開されていません。

しかし、貴行ガイドラインにおいて、累積的影響を「検討する影響のスコープ」として規

定していることを鑑みても、事業者が行ったとされる追加的影響調査の結果は公開される

べきです。また、そもそも EIA が作成されてから、すでに 3 年近く経過しており、製油所

の稼働開始など地元の環境に大きな変化がある以上、EIA そのものがやり直されるべきです。 

 

3. 環境社会影響評価報告書及び環境許認可証明書の公開タイミング 

 貴行によれば、同事業の環境社会影響評価報告書（EIA）と環境許認可証明書の受領日は

それぞれ 2017 年 6 月 16 日と 2017 年 5 月 12 日6とのことです。しかし、貴行ガイドライン

では「カテゴリ A および B のプロジェクトについては、」「環境社会影響評価報告書等の

入手状況及び環境社会影響評価報告書等」につき、「情報公開は、原則として当行ウェブ

サイトにおいて、情報の入手後できるだけ速やかに行うものとする」と規定しています。

半年以上も同事業の環境社会影響評価報告書等の入手状況及び環境社会影響評価報告書等

が公開されなかったのは、明らかに同ガイドライン違反にあたると考えます。これは速や

かに公開されるべきであったと同時に、公開が遅れた理由についても貴行は説明責任を追

うべきと考えます。 

 
 

私たちはすでに 2018 年 3 月 13 日付緊急要請書で指摘した点から、貴行に融資申請を拒否

するよう申し入れましたが、上記の理由からも、JBIC がギソン２石炭火力発電所の融資検

討を速やかに中止するよう強く要請します。 

連絡先： 

国際環境 NGO FoE Japan  

〒173-0037 東京都板橋区小茂根 1-21-9  

tel: 03-6909-5983 fax: 03-6909-5986 
email: fukakusa@foejapan.org  

担当：深草 

 
 
 

                                                      
5 Saigon Times “Nghi Son oil refinery ready for operation”, 2018/3/1, リムエネルギーニュース「ベトナム＝ニソン

製油所、5 月に本格稼働開始」2018/3/2 

6 FoE Japan の問い合わせに対する JBIC からの電話回答（2018/4/6） 

mailto:fukakusa@foejapan.org


 

注：最初にリリースした文章では EIA が作成されてから 4 年と記載しましたが、3 年の誤りでした

ので訂正して再掲します。 


